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岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

児童福祉施設等に設置している遊具等の安全管理の強化について 

 

このことについて、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から別添のとお

り事務連絡がありましたのでお知らせします。 

施設等に設置している遊具等については、点検指針の内容を踏まえ、事故につながる危

険性を予見し、安全対策等に万全を期していただきますようお願いいたします。 
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